
 四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。  

  平成３０年３月１６日  

四日市市長   森   智  広  

四日市市規則第８号  

四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

 四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則（平成１３年四日市市規則第

３０号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（子どもに係る受給資格証) （子どもに係る受給資格証） 

第５条  市長は、前条の規定に基づき資

格を認定した者に、子ども医療費受給

資格証（第２号様式及び第３号様式。

以下「受給資格証」という。）を交付す

る。 

第５条  市長は、前条の規定に基づき資

格を認定した者に、子ども医療費受給

資格証（第２号様式。以下「受給資格

証」という。）を交付する。 

 

  

 （受給資格証の有効期間等）  （受給資格証の有効期間等） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２  受給資格証の有効期間の終期は、毎

年８月３１日（療養の給付を受ける未

就学児が６歳に達する場合は、当該未

就学児が６歳に達する日以後の最初の

３月３１日。）とする。ただし、子ども

及び対象者が条例第２条第１項及び第

３条各号に規定する要件を満たさなく

なったときは、満たさなくなった日の

前日とする。 

２  受給資格証の有効期間の終期は、毎

年８月３１日とする。ただし、子ども

及び対象者が条例第２条第１項及び第

３条各号に規定する要件を満たさなく

なったときは、満たさなくなった日の

前日とする。 

  

（子どもに係る助成の申請） （子どもに係る助成の申請） 

第９条 （略） 第９条 （略） 



２ （略） ２ （略） 

３  受給資格者（未就学児に係る医療費

の助成を受けようとする者に限る。以

下この項において同じ。）が、条例第６

条の規定により四日市市内の医療機関

等において受給資格証を提示して、保

険診療を受けたときは、前項の規定に

かかわらず、当該医療機関等から提供

される情報に基づき三重県国民健康保

険団体連合会又は社会保険診療報酬支

払基金から市長に当該保険診療に要し

た費用の額その他助成の額の算定に必

要な事項が通知されたことをもって、

第１項の申請が受給資格者からあった

ものとみなす。 

 

４ （略） ３ （略） 

  

（助成決定） （助成決定） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２  市長は、前項の決定をしたとき（四

日市市内の医療機関等において受給資

格証を提示して、未就学児が保険診療

を受けたときを除く。）は、子ども医療

費助成決定通知書（第８号様式）によ

り受給資格者に通知するものとする。 

２  市長は、前項の決定をしたときは、

子ども医療費助成決定通知書（第８号

様式）により受給資格者に通知するも

のとする。 

 

第３号様式を次のように改める。 



第３号様式（第５条関係）                                                

表面                     

 

 

裏面  

  

 

 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の四日市市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規

則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われ

た診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

（こども未来部こども保健福祉課） 


